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日
刊
（
日
曜
日
、
土
曜
日
、
休
日
休
刊
）

１

目

次

規

則

○
東
京
都
屋
外
広
告
物
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…（
都
市
整
備
局
都
市
づ
く
り
政
策
部
緑
地
景
観
課
）…
�

○
大
気
汚
染
に
係
る
健
康
障
害
者
に
対
す
る
医
療
費
の
助
成
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
の
一
部

を
改
正
す
る
規
則
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…（
福
祉
保
健
局
健
康
安
全
部
環
境
保
健
衛
生
課
）…
�

○
大
気
汚
染
に
係
る
健
康
障
害
者
に
対
す
る
医
療
費
の
助
成
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
の
一
部

を
改
正
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…（
同
）…
�

○
東
京
都
光
化
学
ス
モ
ッ
グ
の
影
響
に
よ
る
と
思
わ
れ
る
健
康
障
害
者
に
対
す
る
医
療
費
の
助

成
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…（
同
）…
�

告

示

○
市
街
地
再
開
発
組
合
の
設
立
認
可
…
…
…
…
…
…
…（
都
市
整
備
局
市
街
地
整
備
部
再
開
発
課
）…
�

○
建
築
士
法
に
よ
る
行
政
処
分
…
…
…
…
…
…
…
…（
都
市
整
備
局
市
街
地
建
築
部
建
築
企
画
課
）…
�

○
住
宅
確
保
要
配
慮
者
居
住
支
援
法
人
の
指
定
…
…（
住
宅
政
策
本
部
住
宅
企
画
部
民
間
住
宅
課
）…
�

○
平
成
二
十
六
年
東
京
都
告
示
第
八
百
三
十
号
（
都
民
の
健
康
と
安
全
を
確
保
す
る
環
境
に
関

す
る
条
例
第
百
二
十
三
条
第
二
項
に
規
定
す
る
石
綿
含
有
材
料
を
使
用
す
る
建
築
物
そ
の
他

の
施
設
の
解
体
又
は
改
修
の
工
事
に
お
け
る
作
業
上
の
遵
守
事
項
）
の
一
部
改
正
…
…
…
…

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…（
環
境
局
環
境
改
善
部
大
気
保
全
課
）…
�

公

告

○
特
定
開
発
行
為
に
関
す
る
対
策
工
事
等
の
完
了
…（
都
市
整
備
局
市
街
地
整
備
部
区
画
整
理
課
）…
�

規

則

東
京
都
屋
外
広
告
物
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
公
布
す
る
。

令
和
三
年
三
月
二
十
六
日

東
京
都
知
事

小

池

百
合
子

◉
東
京
都
規
則
第
五
十
号

東
京
都
屋
外
広
告
物
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

東
京
都
屋
外
広
告
物
条
例
施
行
規
則
（
昭
和
三
十
二
年
東
京
都
規
則
第
百
二
十
三
号
）
の
一
部
を
次

の
よ
う
に
改
正
す
る
。

別
記
第
一
号
様
式
、
第
九
号
様
式
の
三
か
ら
第
九
号
様
式
の
五
ま
で
、
第
十
六
号
様
式
、
第
十
八
号

様
式
、
第
十
九
号
様
式
()表
及
び
第
二
十
号
様
式
中
「㊞

」
を
削
る
。

別
記
第
二
十
一
号
様
式
中
「上

記
の
と
お
り
相
違
あ
り
ま
せ
ん
。

年
月

日

氏
名

」
及
び

「㊞

」
を
削
る
。

別
記
第
二
十
二
号
様
式
、
第
二
十
三
号
様
式
及
び
第
二
十
九
号
様
式
中
「㊞

」
を
削
る
。

附

則

（
施
行
期
日
）

１

こ
の
規
則
は
、
令
和
三
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

２

こ
の
規
則
の
施
行
の
際
、
こ
の
規
則
に
よ
る
改
正
前
の
東
京
都
屋
外
広
告
物
条
例
施
行
規
則
の
様

式
（
こ
の
規
則
に
よ
り
改
正
さ
れ
る
も
の
に
限
る
。
）
に
よ
る
用
紙
で
、
現
に
残
存
す
る
も
の
は
、

所
要
の
修
正
を
加
え
、
な
お
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

大
気
汚
染
に
係
る
健
康
障
害
者
に
対
す
る
医
療
費
の
助
成
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正

す
る
規
則
を
公
布
す
る
。

令
和
三
年
三
月
二
十
六
日

東
京
都
知
事

小

池

百
合
子
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◉
東
京
都
規
則
第
五
十
一
号

大
気
汚
染
に
係
る
健
康
障
害
者
に
対
す
る
医
療
費
の
助
成
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
の

一
部
を
改
正
す
る
規
則

大
気
汚
染
に
係
る
健
康
障
害
者
に
対
す
る
医
療
費
の
助
成
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
（
昭
和
四
十
七

年
東
京
都
規
則
第
二
百
五
十
七
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

別
記
第
二
号
様
式

（表面）
及
び
第
三
号
様
式
中
「

印

」
を
「東

京
都
知
事

」
に
改
め
る
。

別
記
第
八
号
様
式
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。
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別
記
第
十
号
様
式
中
「

印

」
を
「東

京
都
知
事

」
に
改
め

る
。

附

則

１

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

２

こ
の
規
則
の
施
行
の
際
、
こ
の
規
則
に
よ
る
改
正
前
の
大
気
汚
染
に
係
る
健
康
障
害
者
に
対
す
る

医
療
費
の
助
成
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
別
記
第
二
号
様
式
、
第
三
号
様
式
、
第
八
号
様
式
及
び
第

十
号
様
式
に
よ
る
用
紙
で
、
現
に
残
存
す
る
も
の
は
、
所
要
の
修
正
を
加
え
、
な
お
使
用
す
る
こ
と

が
で
き
る
。

大
気
汚
染
に
係
る
健
康
障
害
者
に
対
す
る
医
療
費
の
助
成
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正

す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
公
布
す
る
。

令
和
三
年
三
月
二
十
六
日

東
京
都
知
事

小

池

百
合
子

◉
東
京
都
規
則
第
五
十
二
号

大
気
汚
染
に
係
る
健
康
障
害
者
に
対
す
る
医
療
費
の
助
成
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
の

一
部
を
改
正
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

大
気
汚
染
に
係
る
健
康
障
害
者
に
対
す
る
医
療
費
の
助
成
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正

す
る
規
則
（
平
成
二
十
九
年
東
京
都
規
則
第
百
六
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

別
記
附
則
様
式

（表面）
中
「

印

」
を
「東

京
都
知
事

」
に
改
め

る
。

附

則

１

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

２

こ
の
規
則
の
施
行
の
際
、
こ
の
規
則
に
よ
る
改
正
前
の
大
気
汚
染
に
係
る
健
康
障
害
者
に
対
す
る

医
療
費
の
助
成
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
別
記
附
則
様
式
に
よ
る
用
紙
で
、

現
に
残
存
す
る
も
の
は
、
所
要
の
修
正
を
加
え
、
な
お
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

東
京
都
光
化
学
ス
モ
ッ
グ
の
影
響
に
よ
る
と
思
わ
れ
る
健
康
障
害
者
に
対
す
る
医
療
費
の
助
成
に
関

す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
公
布
す
る
。

令
和
三
年
三
月
二
十
六
日

東
京
都
知
事

小

池

百
合
子

◉
東
京
都
規
則
第
五
十
三
号

東
京
都
光
化
学
ス
モ
ッ
グ
の
影
響
に
よ
る
と
思
わ
れ
る
健
康
障
害
者
に
対
す
る
医
療
費

の
助
成
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

東
京
都
光
化
学
ス
モ
ッ
グ
の
影
響
に
よ
る
と
思
わ
れ
る
健
康
障
害
者
に
対
す
る
医
療
費
の
助
成
に
関

す
る
規
則
（
平
成
十
二
年
東
京
都
規
則
第
九
十
三
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

別
記
第
三
号
様
式

（第１面）
、
第
四
号
様
式
及
び
第
五
号
様
式
中
「印

」
を
削
る
。

別
記
第
六
号
様
式

「

」
を

「

」
に
改
め
る
。

附

則

１

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

２

こ
の
規
則
の
施
行
の
際
、
こ
の
規
則
に
よ
る
改
正
前
の
東
京
都
光
化
学
ス
モ
ッ
グ
の
影
響
に
よ
る
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と
思
わ
れ
る
健
康
障
害
者
に
対
す
る
医
療
費
の
助
成
に
関
す
る
規
則
別
記
第
三
号
様
式
か
ら
第
六
号

様
式
ま
で
に
よ
る
用
紙
で
、
現
に
残
存
す
る
も
の
は
、
所
要
の
修
正
を
加
え
、
な
お
使
用
す
る
こ
と

が
で
き
る
。

告

示

◉
東
京
都
告
示
第
三
百
六
十
号

都
市
再
開
発
法
（
昭
和
四
十
四
年
法
律
第
三
十
八
号
）
第
十
一
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
上
板
橋

駅
南
口
駅
前
東
地
区
市
街
地
再
開
発
組
合
の
設
立
を
認
可
し
た
の
で
、
同
法
第
十
九
条
第
一
項
の
規
定

に
よ
り
、
次
の
よ
う
に
告
示
す
る
。

令
和
三
年
三
月
二
十
六
日

東
京
都
知
事

小

池

百
合
子

一

組
合
の
名
称

上
板
橋
駅
南
口
駅
前
東
地
区
市
街
地
再
開
発
組
合

二

事
業
施
行
期
間

令
和
三
年
三
月
二
十
六
日
か
ら
令
和
十
三
年
三
月
三
十
一
日
ま
で

三

施
行
地
区

板
橋
区
上
板
橋
一
丁
目
及
び
二
丁
目
各
地
内

四

事
務
所
の
所
在
地

板
橋
区
上
板
橋
一
丁
目
二
十
三
番
九
号

五

設
立
認
可
の
年
月
日

令
和
三
年
三
月
二
十
六
日

六

事
業
年
度

四
月
一
日
か
ら
翌
年
三
月
三
十
一
日
ま
で

七

公
告
の
方
法

事
務
所
の
掲
示
板
の
ほ
か
、
組
合
が
適
当
と
認
め
る
場
所
に
掲
示
す
る
も
の
と
し
、
特
に
必
要
が

あ
る
と
き
は
、
官
報
等
に
掲
載
し
て
こ
れ
を
行
う
。

八

権
利
変
換
を
希
望
し
な
い
旨
の
申
出
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
期
限

令
和
三
年
四
月
二
十
四
日

◉
東
京
都
告
示
第
三
百
六
十
一
号

建
築
士
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
二
号
。
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
二
十
六
条
第
一
項
の

規
定
に
よ
る
建
築
士
事
務
所
の
処
分
を
し
た
の
で
、
同
条
第
四
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
十
条
第
五

項
及
び
建
築
士
法
施
行
規
則
（
昭
和
二
十
五
年
建
設
省
令
第
三
十
八
号
）
第
二
十
二
条
の
六
の
規
定
に

基
づ
き
、
次
の
と
お
り
告
示
す
る
。

令
和
三
年
三
月
二
十
六
日

東
京
都
知
事

小

池

百
合
子

一

被
処
分
者

㈠

名
称

日
本
建
築
設
備
設
計
株
式
会
社
一
級
建
築
士
事
務
所

㈡

所
在
地

中
央
区
京
橋
一
丁
目
六
番
十
三
号

㈢

開
設
者
の
名
称
及
び
そ
の
代
表
者
の
氏
名

株
式
会
社
Ｎ
Ｋ
Ｓ
Ｓ
（
商
号
変
更
前
は
日
本
建
築
設
備
設
計
株
式
会
社
）

岡
村

泰
孝

㈣

建
築
士
事
務
所
の
別

一
級
建
築
士
事
務
所

㈤

登
録
番
号

東
京
都
知
事
登
録
第
六
〇
九
〇
九
号

二

処
分
を
し
た
年
月
日

令
和
三
年
三
月
八
日

三

処
分
の
内
容

建
築
士
事
務
所
の
登
録
の
取
消
し

四

処
分
の
原
因
と
な
っ
た
事
実

法
第
二
十
四
条
第
一
項
の
規
定
に
違
反
し
、
一
級
建
築
士
事
務
所
を
管
理
す
る
専
任
の
一
級
建
築

士
を
置
い
て
い
な
い
こ
と
が
、
法
第
二
十
三
条
の
四
第
一
項
第
十
号
に
該
当
す
る
た
め
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◉
東
京
都
告
示
第
三
百
六
十
二
号

住
宅
確
保
要
配
慮
者
に
対
す
る
賃
貸
住
宅
の
供
給
の
促
進
に
関
す

る
法
律
（
平
成
十
九
年
法
律
第
百
十
二
号
。
以
下
「
法
」
と
い

う
。
）
第
四
十
条
の
規
定
に
基
づ
き
、
住
宅
確
保
要
配
慮
者
居
住
支

援
法
人
（
以
下
「
支
援
法
人
」
と
い
う
。
）
の
指
定
を
し
た
の
で
、

法
第
四
十
一
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
告
示
す
る
。

令
和
三
年
三
月
二
十
六
日

東
京
都
知
事

小

池

百
合
子

一

支
援
法
人
の
名
称

株
式
会
社
ふ
る
さ
と

二

支
援
法
人
の
住
所

台
東
区
竜
泉
三
丁
目
四
十
四
番
五
号

三

支
援
業
務
を
行
う
事
務

所
の
所
在
地

台
東
区
竜
泉
三
丁
目
四
十
四
番
五
号

第
二
岩
本
ビ
ル
一
階

四

指
定
年
月
日

令
和
三
年
二
月
十
日

◉
東
京
都
告
示
第
三
百
六
十
三
号

平
成
二
十
六
年
東
京
都
告
示
第
八
百
三
十
号
（
都
民
の
健
康
と
安

全
を
確
保
す
る
環
境
に
関
す
る
条
例
第
百
二
十
三
条
第
二
項
に
規
定

す
る
石
綿
含
有
材
料
を
使
用
す
る
建
築
物
そ
の
他
の
施
設
の
解
体
又

は
改
修
の
工
事
に
お
け
る
作
業
上
の
遵
守
事
項
）
の
一
部
を
次
の
よ

う
に
改
正
す
る
。

令
和
三
年
三
月
二
十
六
日

東
京
都
知
事

小

池

百
合
子

題
名
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

都
民
の
健
康
と
安
全
を
確
保
す
る
環
境
に
関
す
る
条

例
第
百
二
十
三
条
第
二
項
に
規
定
す
る
知
事
が
定
め

る
作
業
上
の
遵
守
事
項

題
名
の
次
に
次
の
前
文
を
付
す
る
。

都
民
の
健
康
と
安
全
を
確
保
す
る
環
境
に
関
す
る
条
例
（
平
成
十

二
年
東
京
都
条
例
第
二
百
十
五
号
。
以
下
「
条
例
」
と
い
う
。
）
第

百
二
十
三
条
第
二
項
に
規
定
す
る
知
事
が
定
め
る
作
業
上
の
遵
守
事

項
は
、
大
気
汚
染
防
止
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
九
十
七
号
。
以

下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
十
八
条
の
十
五
及
び
第
十
八
条
の
二
十
の

規
定
に
よ
る
ほ
か
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

第
一
中
「
吹
き
付
け
石
綿
（
吹
き
付
け
工
法
に
使
用
さ
れ
る
石
綿

含
有
材
料
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
」
を
「
吹
付
け
石
綿
」
に
、

「
保
温
材
（
石
綿
を
含
有
す
る
耐
火
被
覆
材
及
び
断
熱
材
を
含

む
。
」
を
「
断
熱
材
等
（
断
熱
材
、
保
温
材
又
は
耐
火
被
覆
材
を
い

う
。
」
に
改
め
、
「
大
気
汚
染
防
止
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
九

十
七
号
。
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
十
八
条
の
十
七
及
び
第
十
八

条
の
十
八
の
規
定
に
よ
る
ほ
か
、
次
に
よ
る
こ
と
。
」
を
削
り
、
四

を
削
り
、
第
一

五
中
「
吹
き
付
け
石
綿
」
を
「
吹
付
け
石
綿
」
に
、

「
保
温
材
」
を
「
断
熱
材
等
」
に
改
め
、
第
一
中
五
を
四
と
し
、
六

を
五
と
す
る
。

第
一

七
中
「
都
民
の
健
康
と
安
全
を
確
保
す
る
環
境
に
関
す
る

条
例
（
平
成
十
二
年
東
京
都
条
例
第
二
百
十
五
号
。
以
下
「
条
例
」

と
い
う
。
）
」
を
「
条
例
」
に
、
「
第
十
八
条
の
十
七
第
一
項
」
を

「
第
十
八
条
の
十
五
第
一
項
」
に
改
め
、
第
一
中
七
を
六
と
す
る
。

第
一

八
中
「
七
」
を
「
六
」
に
、
「
吹
き
付
け
石
綿
」
を
「
吹

付
け
石
綿
」
に
、
「
保
温
材
」
を
「
断
熱
材
等
」
に
改
め
、
第
一
中

八
を
七
と
す
る
。

第
二
中
「
の
う
ち
吹
き
付
け
石
綿
又
は
石
綿
を
含
有
す
る
保
温
材

以
外
の
も
の
（
以
下
「
石
綿
含
有
成
形
板
」
と
い
う
。
）
」
を
削
り
、

「
施
工
す
る
者
」
の
下
に
「
の
う
ち
、
第
一
に
該
当
す
る
者
以
外
の

者
」
を
加
え
、
一
及
び
二
を
削
り
、
第
二

三
中
「
石
綿
含
有
成
形

板
の
破
片
そ
の
他
の
」
を
削
り
、
第
二
中
三
を
一
と
す
る
。

第
二

四
中
「
五
」
を
「
四
」
に
改
め
、
第
二
中
四
を
二
と
す
る
。

附

則

１

こ
の
告
示
は
、
令
和
三
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

２

都
民
の
健
康
と
安
全
を
確
保
す
る
環
境
に
関
す
る
条
例
施
行
規

則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
（
令
和
三
年
東
京
都
規
則
第
三
十
四

号
）
附
則
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
と
さ
れ

て
い
る
も
の
に
対
す
る
こ
の
告
示
に
よ
る
改
正
後
の
石
綿
含
有
材

料
を
使
用
す
る
建
築
物
そ
の
他
の
施
設
の
解
体
又
は
改
修
の
工
事

に
お
け
る
作
業
上
の
遵
守
事
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
な

お
従
前
の
例
に
よ
る
。

公

告

特
定
開
発
行
為
に
関
す
る
対
策
工
事
等
の
完
了
に
つ

い
て

土
砂
災
害
警
戒
区
域
等
に
お
け
る
土
砂
災
害
防
止
対
策
の
推
進
に

関
す
る
法
律
（
平
成
十
二
年
法
律
第
五
十
七
号
）
第
十
条
第
一
項
の

規
定
に
基
づ
き
許
可
し
た
次
の
特
定
開
発
行
為
に
関
す
る
対
策
工
事

等
は
、
完
了
し
た
。

令
和
三
年
三
月
二
十
六
日

東
京
都
知
事

小

池

百
合
子

開
発
区
域
又
は
工
区
に

含
ま
れ
る
地
域
の
名
称

許
可
を
受
け
た
者
の

住
所
及
び
氏
名

多
摩
市
貝
取
一
丁
目
三
十
八
番
の

一
部
、
六
十
二
番
一
及
び
同
番
二

並
び
に
同
番
三
の
各
一
部

練
馬
区
関
町
東
二
丁
目
十
三
番

十
二
号

株
式
会
社

大
興
ネ
ク
ス
タ

代
表
取
締
役

菅
野

良
寛
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